
改葬許可申請について 

 
・ 改葬とは   

改葬とは、「遺骨を墓地・納骨堂から他の墓地・納骨堂へ移すこと」を指します。 

自宅などへの引取や散骨を行う場合は、手続きが異なるため、現在遺骨がある墓

地・納骨堂の管理者にお問い合わせください。 

 

・ 申請方法（静岡市の場合）  

改葬許可申請は、現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂のある市町村長に対

して行います。手続方法は、各市町村によって異なります。 

下記では、 静岡市に対して申請する方法を説明します。 

 

（１）戸籍管理課 霊園・斎場係 または 清水区地域総務課 で申請書を受け取るか、

静岡市ホームページよりダウンロードする。 

 

 

（２） ①申請書へ必要事項を記入します。 

＊遺骨が複数ある場合は、１枚目に一人の方を記入し、その他の方の分は、

別紙にご記入ください。 

②現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂の使用者（名義人）に改葬の

承諾を得ます。 

＊申請者と墓地の使用者（名義人）が同じ場合は、必要ありません。 

③現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂の管理者（寺院住職等）から

埋蔵・収蔵証明を受けます。 

 

 

（３）戸籍管理課 霊園・斎場係 または 清水区地域総務課 に申請書を提出します。 

    ＊遺骨１体につき３００円の手数料がかかります。 

＊郵送提出の場合、以下の点にご注意ください。 

・郵便局で手数料を定額小為替証書に替えて同封してください。 

・定額小為替証書には、何も記入しないでください。 

・返信用の封筒に申請者の住所・氏名を記入し、１１０円分の切手を貼っ

て、同封してください。 
 

 

（４）改葬許可証の交付を受けたら、現在遺骨を埋蔵・収蔵している墓地・納骨堂管

理者に提示して、遺骨を取り出します。 

＊管理者に無断で取り出すことは出来ません。 
 

 

（５）改葬許可証を新しい墓地・納骨堂の管理者に提出し、納骨します。 

    ＊管理者に無断で納骨することは出来ません。 
 

問合せ先及び送付先   

〒４２０－８６０２ 静岡市葵区追手町５番１号 

   静岡市役所 戸籍管理課 霊園・斎場（１５階） 

℡０５４－２２１－１２９７ 



遺骨についての記録は分かる限り記入し、 

不明な箇所は「不詳」と記入してください。 

火葬又は土葬場所（郡または市まで）・施設名・年月日 

参 考 

（例）・墓を新設したため。・墓を近所に移すため。・改宗のため。

死亡時のもの。（市町村合併

前の場合は合併前のもの） 

改葬遺骨が２体以上の場合は、別紙

に記入する残りの遺骨数。 

下記の死亡者から見て 

現在遺骨のある墓地等名義人から

見て（本人の場合は「本人」） 
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この部分については、職員が記入します。 

申請日 

現在遺骨のある墓地使用者等（名義人）が記入・押印。 

※申請者と墓地使用者等（名義人）が同じ場合は、記入不要。 
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墓地等管理者（寺院住職等）から

法人印をもらう。 



静岡市葵区追手町５番１号 

山 田 太 郎 

山 田 父 郎 

静 岡        静 岡       静岡市斎場 

墓を新設したため、親族の墓から移す。 

０５４  ２２１  １２９７   

記載例 

静 岡          清 水      旭町６番８号 

墓
地
管
理

者
の
印 

静 岡          静 岡      追手町５番１号 

山 田 叔 父 郎 

      63    11   17 

静岡市駿河区上川原１３番１号 
   △      ○   □ 

   △      ○   □ 

３ 

✓ 

静岡市葵区沓谷一丁目１７４番地 

      63   11       不詳 

■■寺 住職 ●●●● 

静 岡        静 岡        沼上霊園 

✓ 弟の長男 

   △      ○   □ 

この部分については、職員が記入します。 

～昭和４４年：静岡火葬場 

昭和４４～平成１５年３月３１：静岡市斎場 

平成１５年４月１日～：静岡市静岡斎場 

（申請者と墓地の使用者等｟名義人｠が同じ場合は、記載不要）。



山田 母子 

山田 祖父吉 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

静 岡           静 岡     清水区 旭町６番８号 

静 岡        静 岡         静岡市斎場 

✓ 

静 岡           静 岡     葵区 追手町５番１号 

 
１７           不詳 

静 岡        静 岡         静岡市静岡斎場 

死産児  

父：山田太郎 母：山田花子 

記載例 

✓ 父 

静 岡         静 岡     追手町５番１号 （父母のもの） 

１０  １０  １０   

１０  １０  １２   

✓ 

山 田 母 子 

静 岡      静 岡        不詳 

静 岡      静 岡        不詳 

静 岡         静 岡     追手町５番１号 （父母のもの） 

静 岡        静 岡         静岡火葬場 

 

不詳 

不詳 

最後の１体の下行に「以下、余白」と記入して締める。 

以下、余白。 

 

１７           不詳 


